
賃貸住宅関係相談・連携円滑化支援について

○賃貸住宅に関する相談件数が年間３万件を超える水準にある中、消費生活センターや宅地建物取

引業者等で相談業務に携わる者を支援することにより、民間賃貸住宅を巡るトラブルの相談・連携の
円滑化を図る。

○ 目的
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○ 概要

相談業務に携わる者

民間賃貸住宅を巡る相談業務に携わる者への研修会等の実施

《研修内容》
民法改正（敷金や原状回復等）の契約関係
→ スキルアップ

相談者への冷静な判断を促すための接遇
→ アドバイスや情報提供が適切に伝わる

組織混合グループ討議
→ 相談対応による連携、相互理解

契約締結前に契約内容を当事者が良く確認
（原状回復ガイドライン等）
→ トラブル未然防止

民間事業者（研修会等実施） 支援

消費生活センター

自
治
体

行
政
書
士
会
等

宅地建物取引業者

組織間連携による
迅速な相談対応

トラブル
未然防止

トラブルの未然防止
迅速なトラブル解決

参加

契約締結業務

トラブル
円滑解決


